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実施協議結果 

 

  第 2 次事前調査終了後、JICA 側にて 終検討を行った結果、以下のとおり一部表現振りにつき

見直しを行った。ただし、これら見直しは個々の事項の具体化を主な目的としたものであり、本

質的な内容変更を伴うものではない。 

 

（1）プロジェクト目標 

    より目標を明確にするため、「監視能力の強化」を「監視体制の構築」に変更した。 

旧：現場（パイロットサイト）、地方、中央レベルにおける家畜疾病監視能力が強化される 

新：現場（パイロットサイト）、地方、中央レベルにおける越境性家畜疾病の監視体制が構築

される 
 

（2）上位目標 

    より目標を明確にするため、「監視能力の強化」を「監視体制の構築」に変更した。 

 旧：対象 6 ヶ国における疾病監視能力が強化される 

 新：地域（6 ヶ国）レベルにおいて越境性家畜疾病の監視体制が構築される 

 

（3）成果 

 ① 順番の変更 

   各国レベルの活動が地域レベルの活動の基盤となることを明確にするため、成果 1 と成果 3

の順番を入れ替えた。 

旧： 成果 1：家畜疾病監視に係る地域協力ネットワークシステムの能力が強化される 
成果 2：家畜疾病監視情報に係る体制が強化される 

成果 3：家畜疾病監視技術が強化される 

新： 成果 1（旧 3）：疾病監視技術が定着する 

成果 2：家畜疾病監視情報に係る体制が整備される 

成果 3（旧 1）：家畜疾病監視に係る地域（6 ヶ国）レベルの枠組みが構築される 

 

（4）活動 

     成果 3（旧 1）に関して、① 地域合同調整委員会及び地域プロジェクト事務局の設置、② OIE、

FAO 等他ドナーとの共同活動の実施及び情報共有、を追加した。 
＊ ①については、R/D において合意事項と記されているが、このような組織の設置自体が重要な活動であると

考えられるため、追加した。 

＊ ②については、OIE や FAO 等が家畜疾病の分野で積極的に活動していることから、これら他ドナーとの連携 

の重要性に鑑み、追加した。 

旧： 活動 1－1 域内専門家の派遣や地域レベルのワークショップ、研修、スタディツアーの

実施等を含む年間活動計画を策定する。 

活動 1－2  地域レベルのプロジェクト活動を実施するとともに、そのモニタリング及び 

評価を行う。 
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活動 1－3 対象国間で家畜疾病に係る情報を共有する。（対象国間の情報共有マニュアル

を整備する。疾病情報データベースを構築する。） 

新：活動 3－1 地域（6 ヶ国）レベルにおいて、地域合同調整委員会及び同委員会の決定事項 
の実施を調整する地域プロジェクト事務局を設置する 

活動 3－2 域内専門家の派遣や地域レベルのワークショップ、研修、スタディツアーの実

施等を含む年間活動計画を策定する 

活動 3－3 地域レベルのプロジェクト活動を実施するとともに、そのモニタリング及び評

価を行う 

活動 3－4 対象国間で家畜疾病に係る情報を共有する。（対象国間の情報共有マニュアル

を整備する。疾病情報データベースを構築する。） 

活動 3－5 OIE、FAO を始めとする他ドナーと共同で活動を実施し、情報を共有する 

 

     その他、プロジェクト目標、上位目標、成果及び活動の変更に合わせて、PDM の指標及び

ガイドライン等も一部変更した。 
 

   上記修正を反映させたR/D及びM/Mをもって各国と協議を行った結果、カンボジア、ラオス、

マレーシア、ミャンマー、ベトナムの 5 国においては、変更なく R/D 及び M/M 署名を行った。 

   他方、タイに関しては、TICA 及び DLD から以下のとおり M/M 及びガイドラインに対して修

正の申し入れがあった。 

PDM の修正点（成果 1 の指標） 

旧： 1-1  Number of standard diagnostic methods improved or newly adopted at related animal health 

organization 
1-3  Number of standard diagnostic methods improved or newly adopted at animal quarantine 

points 
新：1-1  Number of diagnostic methods improved or newly adopted at related animal health 

organization 
1-3  Number of diagnostic methods improved or newly adopted at animal quarantine points 

ガイドラインの修正点 

旧：（Training on diseases diagnosis） 

・ To conduct training on diagnostic techniques for local laboratory technicians 

・ To conduct training on diagnostic techniques for veterinarians of district veterinary station 

・ To conduct training on diagnostic techniques for field animal health workers 

・ To conduct training on diagnostic techniques for animal quarantine officers 

新：（Training on diseases diagnosis） 

・ To conduct training on diseases diagnosis for local laboratory technicians 

・ To conduct training on diseases diagnosis for veterinarians of district veterinary station 

・ To conduct training on diseases diagnosis for field animal health workers 

・ To conduct training on diseases diagnosis for animal quarantine officers 

 

対応を検討した結果、いずれもごく小さな修正にとどまっており、本質的には変更がないこ

とから、タイ側の申し入れを受け入れ、修正を加えた上で R/D 及び M/M の署名を行った。 
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    なお、タイ側と署名した M/M と他の 5 カ国の M/M の間では、ごく小さな点ではあるもの

の相違が生じていることから、協力開始後に開催する RJCC において全 M/M の統一（タイと

署名した M/M への修正）を図ることとする。 
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  実施機関合意文書 

１．カンボジア（R/D、M/M） 

２．ラオス（R/D、M/M） 

３．マレーシア（R/D、M/M） 

４．ミャンマー（R/D、M/M） 

５．タイ（R/D、M/M） 

６．ベトナム（R/D、M/M） 
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